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地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 14項の規定により知事等から監査の結果に

基づいて措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により措置の内容を次のとおり公表す

る。 

 

令和８年１月 27日 

 

                        岐阜県監査委員  澄 川 寿 之 

                       岐阜県監査委員  安 井   忠  

                        岐阜県監査委員  鈴 木 祥 一 

                        岐阜県監査委員  安 田 典 子 

                        岐阜県監査委員  飯 沼 敦 朗 
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Ⅰ 令和７年度定期監査の結果に基づき講じた措置の状況 

 

１ 令和７年度 

（単位：件） 

区分 

監査結果 措置済 今回措置を 

講じたもの ※ 

未措置 

A B C A-B-C 

指摘事項 32    12 9     11 

指導事項 69 34 19 16 

検討事項 0 0 0 0 

計 101  46 28    27 

※「今回措置を講じたもの」については、令和８年１月７日及び同月19日に知事等関係機関から通知が

あったもの 

（注）監査結果の区分については、次のとおり 

指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの 

指導事項：是正又は改善を求める事項 

検討事項：事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は他の機関の監査の結果として所管課に対

し是正若しくは改善を求める事項 

 

 

 

Ⅱ 定期監査の結果に基づき講じた措置     

１ 令和７年度 

（１）監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置 

県事務所 

機関名 監査結果 講じた措置 

恵那県事務所 恵那総合庁舎エレベーター設備保守点

検業務委託に係る支出事務において、仕

様書に基づき毎月のリモート点検報告書

の提出を受け、各月の業務完了時に業務

完了届を受理し、検査を行って委託料を

支払うべきところ、同報告書が遅延して

おり、提出がされていない状況におい

て、支出の原因を確認することなく検査

を行い、委託料を支払っているものが散

見されたので、今後は適正に処理された

い。 

本事案は、リモート点検報告書の提出遅延に

より、仕様書記載のリモート点検内容を確認で

きなかったことによるものである。 

監査結果を受けて、受託業者に対し、業務完

了届と併せて提出する業務実施報告書にリモー

ト点検実施結果を明示するよう指示し、令和７

年10月の保守点検業務委託料支払分から、当該

報告書により支出原因を確認し、検査を実施す

ることとした。 
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教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

岐阜教育事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通勤手当の過年度戻入事務において、

認定日に行うべき調定（１件 100,380

円）が７か月以上遅延していたので、今

後は適正に処理されたい。 

 

本事案は、業務過多の状況下において、過年 

度戻入事務よりも県費負担教職員に係る諸手当 

の認定や旅費等の支出事務を優先したことか 

ら、過年度戻入に係る調定の起案を遅延させて

しまったものである。 

監査結果を受けて、戻入を要する事実を確認

した後は、速やかに債権額を確定させて収納を

行うことを認定事務担当者に周知徹底するとと

もに、過年度戻入に係る処理進捗管理簿を作成

した。 

今後は当該管理簿を活用し、定期的に出納員

がチェックを行うことにより再発防止に努め 

る。 

岐南工業高等学

校 

 

 

 

 

校舎の屋上に設置していた県所有の室

外機のパネルが強風により外れて落下し

たことにより、駐車中の車両を損傷させ

た１件の毀損事故について、損害賠償金

として1,023,792円の費用負担が発生し 

ていたので、施設管理について一層の徹 

底を図り､事故防止に努められたい。 

 

本事案は、特別教室棟屋上に設置されている

室外機２台のうち、１台のパネルが強風により

落下して発生した事故である。 

事故発生を踏まえ、損傷した室外機のパネル

が再び強風により外れることがないよう修繕を

行った。 

また、今後同様の事故が発生しないよう、隣 

接して設置されている室外機のパネルについ 

て、予防的に補強修繕を行うとともに、他の室

外機についても点検を行い、再発防止に努め 

た。 

岐阜各務野高等

学校 

ソフトウェアライセンスの購入契約に

おいて、現行ライセンスの有効期間満了

後に契約を締結し、満了日に遡及してラ

イセンスを取得していたので、今後は適

正に処理されたい。 

 

本事案は、当該ライセンスの有効期間満了直

前に県費での契約更新が可能であることが判明

したものの、当該ライセンス購入に係る予算措

置に関して、担当教員と事務部との連携が不足

していたことによるものである。 

監査結果を受けて、他のライセンス契約の有

無について確認したところ、当該ライセンス契

約以外にはなかった。なお、当該ライセンスに

ついては、令和７年度で県費での契約更新は終

了する予定である。 

このようなライセンス契約に限らず、今後

は、事業執行に当たっての予算措置に関する情

報について、教員と事務部が連携を密にしなが

ら適確に把握し、適正な会計事務処理を行う。
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また、年度当初に、事業執行に係る予算措置の

状況及び事務処理について全教職員に周知徹底

を行い、再発防止に努める。 

各務原西高等学

校 

各務原西高ゼミナール棟空調設備更新

工事に係る契約事務において、次の不適

正な事項が認められたので、今後は適正

に処理されたい。 

１ 契約保証金の納付の免除に係る決裁 

が契約締結後に行われていた。 

２ 契約保証金の納付の免除要件を満た

していないにもかかわらず、契約保証

金を免除していた。 

本事案は、工事の請負に関する契約について

は、契約保証金の納付の免除に関する規定が適

用されないことを担当者が理解していなかった

ことが原因である。 

監査結果を受け、工事の請負契約に係る事務

処理について、事務職員全員で岐阜県会計規則

及び同取扱要領の関係部分を再確認した。 

今後は、入札後の事務手続について、岐阜県

会計規則及び同取扱要領の遵守を徹底するとと

もに、「会計事務の手引き」等を活用し、事務

職員全員で確認しながら確実に事務を行うこと

とし、再発防止に努める。 

大垣養老高等学

校 

 

 

 

 

 

 

 

 

関高等学校 

 

 学習用タブレット（９台）の修繕に係 

る契約事務において、契約金額が50万円 

を超えていたにもかかわらず契約の相手 

方から請書を提出させていなかったの 

で、今後は適正に処理されたい。 

 

 

 

 

 

生徒が校舎の窓を閉めようとした際、 

当該窓の障子が落下したことにより、直 

下の駐車場に駐車中の車両を損傷させた 

１件の毀損事故について、損害賠償金と 

して2,087,450円の費用負担が発生する 

とともに、修繕料350,900円が支払われ 

ていたので、施設管理について一層の徹 

底を図り、事故防止に努められたい。 

 

本事案は、学習用タブレット９台分の見積書

について、１台ごとに徴収したことから、請書

が不要な案件であると判断したことによるもの

である。 

監査結果を受けて、今後は、契約金額が100

万円を超える案件で、契約書作成を必要としな

いものについては、事前決裁に「要請書」と記

載し、担当者・会計担当者・出納員によるチェ

ック及び牽制を行い、適正な事務処理を行うよ

うに努める。 

本事案は、老朽化により動きの悪かった校舎

の窓を生徒が力を入れて閉めようとした際、当

該窓の窓枠に設置されていた「外れ止め」が破

損・欠損し、窓障子が枠から外れて落下したこ

とにより発生したものである。 

事故を受け、学校内すべての窓について、可

動性、外れ止めの状況、戸車の摩耗状況、異音

の有無について点検を実施し、障子が落下する

おそれのある異常箇所に「開閉禁止」の表示を

行った。また、職員会議等において開閉禁止の

措置について周知するとともに、教員から生徒

に対して指導を行った。 

今後は、対応可能な箇所から順次外れ止め等

の修繕を行うとともに、定期的な点検において 

異常箇所を発見した際は、直ちに開閉禁止の表
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示を行い、職員及び生徒に周知して開閉禁止措

置の徹底を図り、再発防止に努める。 

東濃実業高等学

校 

ほっとプレイス県産材木質備品の購入 

に係る契約事務において、同業他者から 

の調達可能性について十分な検討をしな 

いまま、随意契約を締結するに当たり事 

前決裁時に必要とされる「随意契約をす 

ることができる場合に該当することの説 

明書」により、特定の者以外の者が供給 

することができないものとして一者随意 

契約を締結していたので、今後は適正に 

処理されたい。 

本事案は、当該物品の一括購入を行うために

は、当該物品を製造するメーカーが加入してい

る協同組合との一者随意契約以外に方法はない

と考えていたことによるものである。 

監査結果を受けて、同様の事案が発生した場

合は、競争性を担保した方法により契約の相手

方を決定することを周知徹底した。 

また、再発防止のため、特定の者でなければ

供給することができないものを調達するとき等

を理由として一者随意契約を行う場合は、「随

意契約を行うことができる場合に該当すること

の説明書」の記載内容を起案者及び事務長以上

の職員で確認していたものを、起案者、承認者

及び事務長以上の職員で確認するよう改めた。 

可児工業高等学

校 

現物実査実施要領に基づく令和６年度

の現物実査において、平成17年度に借入 

れにより取得した物品（防犯カメラ）の

所在が確認できないなど、物品一覧表と

の不突合が生じていたにもかかわらず、

不突合がないものとして所属長へ報告し

ていたので、今後は適正に処理された

い。 

本事案は、令和２年５月１日に取得した現存

するカメラについて、物品登録の際、現存しな

いカメラ（平成17年５月16日取得）に関する情

報を誤って登録してしまったこと、また、現存

するカメラが所定の位置に存在することは確認

していたが、高所にあるため、型番までは把握

できず、物品一覧表との突合が十分でなかった

ことによるものである。 

監査結果を受けて、担当者に対し現物実査の

実施方法について理解の徹底を図り、令和７年

12月24日に正しい内容で物品登録を行った。 

今後は、物品登録の際には、現物と物品帳簿

の確実な突合を行い、再発防止に努める。 
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（２）監査結果（指導事項）に基づき講じた措置 

危機管理部 

機関名 監査結果 講じた措置 

防災課 岐阜県震度情報ネットワークシステム

サーバ更新等工事に係る契約事務におい

て、「岐阜県が行う契約からの暴力団排

除に関する措置要綱」等に基づき、暴力

団等から不当介入を受けた場合の警察へ

の通報義務を特記仕様書等に記載してい

なかったので、今後は適正に処理された

い。 

本事案は、契約書を作成する際に特記仕様書

の確認を十分に行っていなかったことによるも

のである。 

今後は、担当者、会計員及び出納員の複数人

によるチェックを徹底し、再発防止に努める。 

商工労働部 

機関名 監査結果 講じた措置 

情報科学芸術大

学院大学 

物品の管理事務において、ハイデスク

１台（取得価格56,385円）を亡失してい

たので、今後は物品管理の一層の徹底を

図るとともに、再発防止に努められた

い。 

本学の各講義室、会議室などの共有スペース

においては、展示や発表などのイベント実施に

当たって、学内の備品を本来の供用場所から移

動させる機会が非常に多いものの、共有スペー

ス内の備品には供用場所が分かるシール等の貼

付がなく、また、本来の供用場所以外へ備品を

移動させる場合の注意事項などをまとめていな

かったため、今回の備品亡失事案が発生した。 

再発防止に向けて、イベント終了後に備品を

本来の供用場所に確実に戻せるよう、所有者が

本学であること及び供用場所を明記したシール

を貼付した。 

また、備品を供用場所から移動させる場合

は、必ず事前に総務課へ申し出る旨を記載した

注意文書を各部屋に貼付するとともに、備品の

取扱いについて、教職員及び学生に周知徹底し

た。 

林政部 

機関名 監査結果 講じた措置 

森林研究所 物品の処分事務において、不用決定に

必要な手続を行わないまま廃棄されてい

るものがあったので、今後は適正に処理

されたい。 

 

 

 

本事案は、担当者及び上席ともに、物品処分

における不用決定に必要な手続を十分に理解し

ていなかったことによるものである。 

監査結果を受けて、令和７年10月に開催した

所内会議の場において、職員全員に今回の事例

を説明し、物品処分における必要な手続及び方 

法について周知徹底を図った。 
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  今後も、岐阜県会計規則等に基づき、適正に

不用決定の手続を行うとともに、会計員及び出

納員によるチェックを徹底し、再発防止に努め

る。 

森林文化アカデ

ミー 

 

 

 

 

 

 

 

総合演習の授業中、学生がバックホウ

（重機）のアームを上げたまま運転した

ことにより、森林研究所駐車場の外灯の

電線を切断させた１件の毀損事故につい

て、修繕料66,000円が支払われていたの

で、職員の毀損事故防止について一層の

徹底を図られたい。 

 

 

本事案は、日頃から重機運転時の安全対策に 

ついては、授業内外でも指導していたものの、 

授業中教員が目を離した間に、学生がバックホ 

ウ（重機）運転時の安全対策を怠り、アームを 

下げずに運転したことにより発生したものであ 

る。 

事案発生後、担当教員が林業専攻教員に対し 

て事案発生の状況を説明の上、学生に重機を使 

用させる場合の安全対策の徹底を図るととも 

に、学生に対して重機使用時における安全対策 

の指導を実施した。 

今後も、定期的に重機使用時における安全対 

策の徹底について注意喚起し、毀損事故の再発 

防止に努める。 

 

教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

各務原西高等学

校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各務原西高等学校防球ネット改修工事

設計委託に係る契約事務において、指名

競争入札に係る予定価格の算定に当た

り、標準貫入試験費の単価の適用を誤っ

たことにより、設計金額を2,524,500円

とすべきところ、誤って2,740,100円と

していた。契約金額は適正に算定した場

合の予定価格を下回っていたものの、予

定価格が過大なものとなっていたので、

今後は適正に処理されたい。 

物品の処分事務において、不用決定に

必要な手続を行わないまま廃棄されてい

るものがあったので、今後は適正に処理

されたい。 

 

 

 

 

 

本事案は、設計委託業務に係る予定価格の算

定に当たって、所属内に技術職の職員がいない

ことから、教育財務課に設計価格の積算に係る

支援を受けた際に、適用した単価区分に誤りが

あったことによるものである。 

今後は、積算に係る支援を受ける場合にも、

関係資料を入手して単価等を確認することによ

り適正な予定価格の算出を行うこととし、再発

防止に努める。 

 

本事案は、経年劣化で修理不能になった掃除

機を不用決定する際、購入した店舗が既に廃業

していたため、原材料としての価値が調査でき

なかった旨を記載した書類を見積書に代えて添

付することで不用決定を行ってしまったもので

ある。  

監査結果を受け、物品の不用決定手続につい

て、岐阜県会計規則及び同取扱要領を事務職員

全員で再確認した。 
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岐阜工業高等学

校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不用品の売払いに係る収入事務におい

て、収入科目を(款)財産収入とすべきと

ころ、(款)諸収入としていたので、今後

は適正に処理されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜工業高等学校外灯照明器具ＬＥＤ

化工事に係る契約事務において、契約締

結前に受けるべき契約保証金を契約締結

日より後に受けていたので、今後は適正

に処理されたい。 

 

 

 

 

 

現物実査実施要領に基づく令和６年度

の現物実査において、借入物品に係る借

用証の写し又は貸借契約書が存在するこ

と及びその内容が有効であることを確認

すべきところ、これが行われていないも

のがあったので、今後は適正に処理され

たい。 

 

 

 

 

 

 

今後は、物品の不用決定を行う際は、原材料

としての価値のわかる書類及び「物品処分フロ

ー図」を決裁に添付し、担当者以外を含め複数

人により確認を行った上で処分に係る判断を行

うこととし、再発防止に努める。 

 

本事案は、授業実習で加工した際に発生した

金属くずについて、経済的価値を有するものと

して処理すべきところ、そのもの自体としては

元々の性質・価値を失っていることから、古

紙、古新聞、空き缶等と同種のゴミと認識して

いたことによるものである。  

監査結果を受けて、不用品の売払いに当たっ

て、岐阜県会計規則等関係規程に基づいた収入

事務を行うよう会計員等に周知徹底した。 

今後は担当者、会計員及び出納員の複数人に

よるチェックを徹底し、再発防止に努める。 

 

本事案は、担当者が岐阜県会計規則及び同取

扱要領の内容を十分に理解していなかったこと

に加え、所属内のチェックが不十分であったこ

とによるものである。 

監査結果を受けて、契約締結に係る手続につ

いて、岐阜県会計規則等関係規程に基づいた事

務を行うよう会計員等に周知徹底した。 

今後は担当者、会計員及び出納員の複数人に

よるチェックを徹底し、再発防止に努める。 

 

本事案は、物品管理に対する職員の認識不足

と、「物品の現物実査実施要領」に基づく借入

物品についての確認手順を怠ったことによるも

のである。 

令和７年度の現物実査においては、すべての

借入物品について貸借契約書等の存在及びその

内容が有効であることを確認した。また、借入

物品を適正に管理するため当該物品に借入先を

明示した。  

監査結果を受けて、購入、借入、寄附などに 

よる物品の取得に係る取得時の必要な手続につ

いて、岐阜県会計規則等関係規程に基づいた事

務を行うよう会計員等に周知徹底した。 
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大垣養老高等学

校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大垣工業高等学

校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不破高等学校 

 

 

 

 

 

 

物品の処分事務において、令和２年度

及び令和３年度にセット品（計114点を

一式登録）の一部（33点）を処分したに 

もかかわらず、物品処分等調書による出

納通知が行われていなかったので、今後

は適正に処理されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不用品の売払いに係る収入事務におい

て、収入科目を（款）財産収入とすべき

ところ、（款）諸収入としていたので、

今後は適正に処理されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＥＤ照明の調達に係る検査事務にお

いて、次の不適正な事項が認められたの

で、今後は適正に処理されたい。 

 

今後は、担当者、会計員及び出納員の複数人

によるチェックを徹底し、再発防止に努める。 

 

本事案は、対象物品が動物舎の施設の一部に

付随していたため、動物舎の建替工事（解体）

に向けて、対象物品を含むセット品を一括で処 

分することとし、当該年度中に全て処分をする

予定であったが、建替工事（解体）工事が延期

となったため、結果的に複数年度に亘り廃棄処

分を行うこととなり、最終的に、令和６年度末

の工事完了時に物品処分等調書による事務処理

を行ったことによるものである。 

監査結果を受けて、今後は、物品の出納は会

計年度をもって区分するという会計規則の規定

に則り、年度内に処分可能な物品のみ不用決定

し、残存するものについては、再度物品登録し

て適正に管理するとともに、出納員を含め複数

の職員によるチェックを徹底し、再発防止に努

める。 

 

本事案は、不用品（金属くず）の売払いに係

る収入事務において、収入科目を（款）財産収

入とすべきところ、加工により形状が変化し、

当該物品の本来の価値を喪失していることか

ら、空缶等と同種のものと認識し、（款）諸収 

入としていたものであり、「不用品売払収入の

歳入科目について（通知）」（令和７年５月14

日付け教育財務課管理経理係）を誤って解釈し

たことによるものである。 

監査結果を踏まえ、事務職員全員に本事案の

内容と、関係通知及びその正しい解釈について

周知し、収入事務における適正な収入科目の理

解の徹底を図った。 

今後、同様の誤りが発生しないよう、担当

者、会計員及び出納員の複数人によるチェック

を徹底し、再発防止に努める。 

 

本事案は、当該契約の事前決裁書において、

起案者を検査者にしていることを見落として決

裁してしまい、検査は事前決裁書に指定されて 
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郡上高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東濃実業高等学

校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事前決裁書の起案者と同一の者が検

査者に指定されていた。 

２ 事前決裁書において指定した検査者 

に変更が生じた場合は、当該変更に係

る決裁を受けることになっているが、

これが行われていなかった。 

 

 

 

 

生産物売払いの収入事務において、次

の不適正な事項が認められたので、今後

は適正に処理されたい。 

１ 督促を行うに当たり、私法上の債権 

であるにもかかわらず、岐阜県会計規

則に定める公法上の債権に関する様式

を使用していた。  

２ 上記１に係る債権管理事務におい

て、誤って指定納期限を再度設定した

うえで２回目の督促を行っていた。 

 

 

 

 

不用品の売払代金に係る収入事務にお

いて、収入科目を(款)財産収入とすべき

ところ、(款)諸収入としていたので、今

後は適正に処理されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品の管理事務において、購入した県

産材の椅子、テーブル等の備品の取得価

格について、備品代金と諸経費（発送・

組立・搬入・設置）が判然としているに 

 

いない起案者以外の者が行ったことが原因であ

った。 

監査結果を受けて、岐阜県会計規則取扱要領

を関係職員で再確認し、検査者の指定について

は起案者以外とするよう徹底を図った。 

また、これまで２名体制で確認していたもの

を事務長、担当職員、会計年度任用職員の３名

体制で確認するように改め、再発防止に努め

る。 

 

本事案は、督促事務に関する手続を十分に理

解していなかったことに加え、財務会計システ

ムの操作に当たって画面表示を十分に確認しな

かったことによるものである。 

監査結果を受け、関係職員に公法上の債権と

私法上の債権の区別について改めて認識させる

とともに、財務会計システムの操作に当たって

十分注意するように指導した。また、督促は納

期限後に１度しか行わないものであることを指

導徹底した。 

今後は、県会計規則等の関係規程を事務職員

全員で確認しながら、適正に事務を行うことと

し、再発防止に努める。 

 

本事案は、金属の売払について、その内容を

十分に把握しておらず、また、「不用品売払収

入の歳入科目について（通知）」（令和７年５

月14日付け教育財務課管理経理係）を失念して

おり、当該売払代金について、歳入科目の更正

を行っていなかったことによるものである。 

再発防止のため、不用品売却収入が発生した

ときは、調定決議書起案時に上記通知を添付す

るとともに、起案者及び事務長以上の職員で確

認していたものを、起案者、承認者及び事務長

以上の職員で確認するよう改めた。  

 

本事案は、当該備品の物品登録に当たって、

発送等の諸経費も含めて取得価格とするものと

誤認していたことによるものである。 

当該備品については、令和７年10月３日に、 
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可児工業高等学

校 

 

 

 

 

 

 

 

土岐商業高等学

校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関特別支援学校 

もかかわらず、諸経費を含めて物品登録

をしていたので、速やかに措置するとと

もに、今後は適正に処理されたい。 

 

 

 

 

プロパンガスの調達に係る契約事務に

おいて、契約審査会以前に単価契約執行

伺を行っていたので、今後は適正に処理

されたい。 

 

 

 

 

 

土岐商業高等学校本館棟照明ＬＥＤ化 

改修工事に係る契約事務において、最低

制限価格を設定する競争入札にもかかわ

らず、最低制限価格を設定する理由や具

体的な設定方法等について、契約審査会

の審査を受けていなかったので、今後は

適正に処理されたい。 

 

 

 

 

 

行政財産の目的外使用許可に係る体育 

館の使用料の収入事務において、収入科

目を（款）使用料及び手数料とすべきと

ころ（款）諸収入としていたので、今後

は適正に処理されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

適正な価格で登録内容の変更及び再登録を行っ

た。 

再発防止のため、物品登録について、起案者

及び事務長以上の職員で確認していたものを、

起案者、承認者及び事務長以上の職員で確認す

るよう改めた。 

 

本事案は、当初予定していた契約審査会用

に作成していた単価契約執行伺書を、契約審

査会が延期になったにもかかわらず、当該伺

書の起案日をそのままに起案してしまったも

のである。 

 今後は、担当者、会計員及び出納員の複数

人による内容確認を徹底し、適正な処理に努

める。 

 

本事案は、競争入札において最低制限価格

を設定する場合は、設定する理由や具体的な

設定方法等について、契約審査会の審査を受

ける必要があることを担当者が十分に理解し

ていなかったことによるものである。 

 監査結果を受けて、「契約審査会の設置に

ついて（運用通知）」を事務職員で改めて確

認した。 

 今後は、出納員を含めた複数人で契約審査

会調書の内容確認を徹底し、適正な事務処理

に努める。 

 

本事案は、担当者にとって、当校で初めて対

応した行政財産の目的外使用許可に係る使用料

の収入事務であったため、使用料の収入科目の

確認が不十分であったことに加え、上席の職員

によるチェックが不十分であったことによるも

のである。 

監査結果を受けて、行政財産の目的外使用許

可事務処理における留意事項を再確認し、関係

職員に収入事務手続について周知徹底を図っ

た。 

今後の収入事務の会計処理においては、同様

の誤りが発生しないよう複数の職員によるチェ

ックを徹底し、適正な事務処理に努める。  
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公安委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

下呂警察署 現物実査実施要領に基づく令和６年度

の現物実査において、現物と物品帳簿と

の差異の確認が不十分であったため、現

物実査結果報告書により実査担当者から

出納員への報告が行われないまま、出納

員から所属長に不突合がないものとして

報告されていたので、今後は適正に処理

されたい。 

 

本事案は、「物品の現物実査実施要領」につ

いて、出納員及び担当者の理解が不足していた

ことによるものである。 

監査結果を受けて、出納員及び担当者に対

し、物品の現物実査方法について改めて理解の

徹底を図った。 

今後も、「物品の現物実査実施要領」に基づ

き、適正に事務処理を行い、再発防止に努め

る。 

 

 


